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損
失
補
償
欠
い
た
調
査

和
解
条
項
の
遵
守
義
務
な
も

山
口
県
上
関
町
で
上
関
原
発
建
設
に
と
も
な
う
海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
計
画
し
て

い
る
中
国
電
力
は

一
一
月
四
日
、
上
関
原
発
を
建
て
さ
せ
な
い
祝
島
島
民
の
会

（清
水

敏
保
代
表
）
あ
て
に
同
会
の

一
〇
月

一
日
付
文
書
に
対
す
る
回
答
書
を
送
付
し
て
き

た
一
こ
れ
に
対
し
祝
島
島
民
の
会
は

一
一
月
三
〇
日
に
中
電
の
主
張
に
対
す
る
反
論
と

質
問
書
を
送
付
し
た
。
一要
旨
を
紹
介
す
る
。

開
発
等
に
と
も
な
う
損
失
補

償
基
準
細
則
」
に
も
と
づ
い

て
算
定
さ
れ
、
漁
業
権
等
の

言

ヽ
言

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
算

定
さ
れ
る
。
消
滅
補
償
額

は
、
豊
凶
の
著
し
い
年
を
除

い
た
評
価
時
前
三
カ
年
な
い

し
五
カ
年
の
平
均
魚
種
別
漁

獲
量
に
魚
価
を
乗
じ
て
得
た

平
均
年
間
漁
業
粗
収
入
か
ら

平
均
年
間
漁
業
経
営
費
を
控

除
し
て
得
た
額
。
制
限
補
償

は
、

一
定
の
調
査
期
間
中
に

漁
業
権
の
行
使
が
で
き
な
く

な
り
、
調
査
後
に
は
海
面
が

原
状
に
回
復
す
る
こ
と
か
ら

制
限
補
償
が
必
要
に
な
る
。

中
電
は
二
〇

一
九
～
二
〇

二

一
年
に
試
み
た
ボ
ー
リ
ン

グ
調
査
に
つ
い
て

「
二
〇
〇

〇
年
補
償
契
約
で
補
償
し

二
〇
〇
〇
年
補
償
契
約
は
失
効

中
電
側
の
一

一
月
四
日
付

の
回
答
は
、
①
中
電
が
お

こ
な
う
海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調

査
に
対
し
妨
害
す
る

一
切
の

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と

す
る
、
二
〇

一
四
年
六
月
の

裁
判
で
の
和
解
条
項
の
遵
守

を
求
め
る
、
②
本
年
六
月
の

海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
は
二

〇
〇
〇
年
の
漁
業
補
償
契
約

に
も
と
づ
く
も
の
だ
、
③

一

般
海
域
占
用
許
可
の
利
害
関

係
人
に
つ
い
て
は
、
山
口
県

の
定
め
る
条
例
に
従

っ
た
ま

で
だ
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
祝
島
島
民
の

会
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
す

る
と
と
も
に
新
た
に
質
問
し

て
い
る
。

第

一
に
中
電
の
海
上
ボ
ー

リ
ン
グ
調
査
は
違
法
な
調
査

で
あ
り
、
祝
島
漁
民
は
和
解

条
項
に
反
し
て
は
お
ら
ず
、

不
作
為
義
務
を
負
う
は
ず
が

な
い
と
し
て
い
る
。
海
上
ボ

ー
リ
ン
グ
調
査
が
違
法
な
調

査
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
以

下
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

中
電
は
三
〇
〇
〇
年
の
補

償
契
約
に
お
い
て
、
漁
業
者

が
調
査
実
施
に
同
意
し
、
調

査
に
よ
る
漁
業
損
失
を
受
忍

す
る
こ
と
を
約
定
し
た
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
広
島
高
裁

の
二
〇
〇
七
年
六
月

一
五
日

の
判
決
で
二
〇
〇
〇
年
の
補

償
契
約
の
有
効
性
が
確
定
し

た
と
主
張
し
て
い
る
。

だ
が
、
電
源
開
発
に
と
も

な
う
漁
業
補
償
は
、
「電
源

た
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、

制
限
補
償
額
の
算
定
に
は
、

制
限
期

ヽ
間
年
数
を
特
定
す
る

こ
と
、
ま
た
評
価
時
前
三
カ

年
な
い
し
五
カ
年
間
の
漁
獲

デ
ト
タ
を
用
い
て
算
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
二
〇
〇
〇
年
補
償
契
約

に
含
ま
れ
た
は
ず
は
な
い
。

二
〇

一
九
ヽ
こ
〇
二

一
年
の

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
は
損
失
補

償
を
欠
い
た
ま
ま
実
施
さ
れ

よ
う
と
し
た
違
法
行
為
に
あ

た
る
。

二
〇

一
九
ヽ
二
〇
二

一
年

の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
二
〇

〇
〇
年
の
補
償
契
約
に
含
ま

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
中

電
側

一
一
月
四
日
付
文
書

の

「漁
業
者
の
受
忍
義
務
」

は
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
生
じ

な
い
９
ま
た
ヽ
同
文
書
の操業 中 の祝 島漁民 に調査 を依頼 する中電 (6月 29日 )

「広
島
高
裁
判
決
で
二
〇
〇

〇
年
補
償
契
約
の
有
効
性
が

確
定
し
た
こ
と
」
も
二
〇

一

九
～
二
〇
二

一
年
の
ボ
ト
リ

ン
グ
調
査
に
は
な
ん
の
関
係

も
な
い
。

さ
ら
に
債
権
の
消
滅
時
効

は

一
〇
年
で
あ
り
、
二
〇
〇

〇
年
補
償
契
約
に
も
と
づ
く

中
電
の
債
権
は
す
で
に
消
滅

し
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇

一
四
年
六
月

一
一
日
付
和
解
に
お
け
る

和
解
条
項
に
も
と
づ
く
不
作

為
義
務
も
違
法
な
ボ
ト
リ
ン

グ
調
査
に
対
し
て
祝
島
漁
民

が
負
う
は
ず
は
な
い
。

以
上
反
論
し
た
う
え
で
、

以
下
の
質
問
を
し
て
い
る
。
一

一
①
二
〇

一
九
～
二
〇
二

一

年
ボ
ト
リ
ン
グ
調
査
は
二
〇

〇
〇
年
補
償
契
約
に
含
ま
れ

て
い
た
の
か
。
「
含
ま
れ
て

い
た
」
の
で
あ
れ
ば
そ
の
証

拠
を
示
し
、
「含
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
」
の
で
あ
れ
ば
二
一

〇

一
九
～
二
〇
二

一
年
の
ボ

ー
リ
ン
グ
調
査
が
損
失
補
償

を
欠
い
た
ま
ま
実
施
さ
れ
よ

う
と
し
た
違
法
行
為
を
潔
く

認
め
る
こ
と
。

さ
ら
に

「
一
般
海
域
占
用

許
可
の
利
害
関
係
人
」
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
反
論
し

て
い
る
「
　
　
　
　
　
　
　
一



中
電
側
は

「山
口
県
条
例

等
に
従
っ
た
ま
で
で
、
中́
国

電
力
が
判
断
し
た
わ
け
で
は

な
い
」
と
主
張
し
て
い
る

‐。

だ
が
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の

事
業
者
は
中
電
で
あ
り
、
事

業
を
適
法
に
実
施
す
る
こ
と

に
責
任
を
負
う
の
は

一
義
的

に
は
中
電
だ
。
事
業
を
適
法

に
実
施
す
る
う
え
で
は
、

「事
業
者
と
公
の
関
係
」
と

「事
業
者
と
民
の
関
係
」
を

両
方
と
も
ク
リ
ア
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
行
政
庁
は

「事
業
者
と
公
の
関
係
」
に

か
か
わ
る
に
す
ぎ
ず
、
「事

業
者
と
民
の
関
係
」
を
ク
リ

ア
す
る
責
任
は
事
業
者
に
あ

る
。た

と
え
ば
、
埋
立
事
業
の

場
合
、
「事
業
者
と
公
の
関

係
」
は

「埋
立
免
許
」
、
「事

業
者
と
民
の
関
係
」
は

「損

失
補
償
」
だ
が
、
公
有
水
面

埋
立
法
は

「水
面
権
者
の
埋

立
同
意
を
得
た
事
業
者
」
に

埋
立
免
許
を
与
え
る
こ
と
、

ま
た
、
「水
面
権
者
に
損
失

補
償
し
た
事
業
者
」
に
工
事

着
工
を
認
め
る
こ
と
を
規
定

し
て
お
り
い
水
面
権
者
の
埋

立
同
意
を
得
た
り
、
水
面
権

者
に
補
償
し
た
り
す
る
責
任

は
事
業
者
に
あ
る
。

一
般
海
域
の
利
用
の
場
合

も
、

一
般
海
域
占
用
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

「利
害
関
係
人
が
あ
る
場
合

に
あ

っ
て
は
、
そ
の
同
意

書
」
を
添
え
て
知
事
に
許
可

申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
「利
害
関
係
人

が
誰
か
」
は
知
事
の
判
断
を

待
つ
こ
と
な
く
、
申
請
書
提

出
の
さ
い
に
、
申
請
者
で
あ

る
事
業
者
が
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
「
利
害
関
係

人
が
誰
か
」
を
判
断
す
る
責

任
は
事
業
者
に
あ
る
の
で
あ

り
、
事
業
者
が

「県
条
例
等

に
従
っ
た
」
と
い
っ
て
済
む

こ
と
で
は
な
い
ｆ

と
し
た
う
え
で
以
下
の
点

を
質
問
し
て
い
る
。

①
県
漁
協
が
受
け
て
い
る

山
口
共
第
９
３
号
の
免
許
の

内
容
は
ヽ
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査

に
よ
っ
て
変
更
を
受
け
る
の

か
否
か
。
②
免
許
内
容
が
変

更
を
受
け
な
い
と
す
れ
ば
、

県
漁
協
は
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査

に
よ
っ
て
い
か
な
る
損
失
を

受
け
る
の
か
。
③
県
漁
協
が

損
失
を
受
け
な
い
と
す
れ
ば

な
ぜ
県
漁
協
が

「利
害
関
係

人
」
に
あ
た
る
の
か
。
「利

害
関
係
人
」
に
あ
た
る
の

は
、
実
際
に
第
９
８
号
共
同

漁
業
を
営
ん
で
お
り
、
ボ
ー

リ
ン
グ
調
査
に
と
も
な
っ
て

損
失
を
受
け
る
関
係
地
区
組

合
員

（
四
代
支
店
の
組
合

員
）
で
は
な
い
の
か
。
④
自

由
漁
業
に
関
し
て
ボ
ー
リ
ン

グ
調
査
で
損
失
を
受
け
る
祝

島
漁
民
も
ま
た
利
害
関
係
人

に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。

⑤
⑥
略
。
①
山
口
県
は

一
般

海
域
占
用
許
可
を
出
す
に
あ

た
り

「利
害
関
係
人
」
を
県

漁
協
に
限
定
す
る
理
由
を

「
共
同
漁
業
権
が
排
他
独
占

的
権
利
だ
か
ら
」
と
説
明
し

て
い
る
が
、
中
電
も
同
じ
考

え
に
も
と
づ
い
て
申
請
し
た

の
か
。
③
水
産
庁
は
、
共
同

漁
業
権
の
排
他
性
は

「同
種

の
共
同
漁
業
権
」
に
の
み
及

．

ぶ
と
の
見
解
で
あ
る
が
、
中

電
機
共
同
漁
業
権
の
排
他
性

・

は

「同
種
の
共
同
漁
業
権
以

一

外
の
権
利
」
全
般
に
及
ぶ
と

考
え
て
い
る
の
か
。
と
す
れ

ば
、
共
同
漁
業
権
の
漁
場
区

域
内
に
定
置
漁
業
権
や
区
画

漁
業
権
が
併
存
し
う
る
こ

と
、
実
際
に
併
存
し
て
い
る

事
実
を
い
か
に
説
明
す
る

か
。祝

島
島
民
の
会
は
中
電
の

海
上
ボ
ト
リ
ン
グ
調
査
が
違

法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
広

く
世
論
に
訴
え
て
い
る
。


